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Abstract
　父系制的「家」に適合的な男性優位の価値観や儒教的倫理は、近世前期に
公家・武家から上層農民・町人まで広まった。そこでは、女性は受動的で男
性より能力が劣るので、男性に従い、家内部を整えることに専念すべきだと
された。近世後期に中下層農民・町人層でも「家」の成立・存続が可能にな
ると、男性優位の価値観や通俗化した儒教倫理が一般庶民の間にも浸透し始
めた。識字率の向上や教訓書の流通はそれを促進した。またこの時代には、
女性は生まれつき不浄で罪深いという宗教的観念も、広範な地域と階層に広
まった。
　本稿はこうしたネガティブな女性観や男女の不均衡を批判した民間の新宗
教、不二道を取り上げる。富士信仰の俗人行者や信者によって₁₉世紀初頭に
形成された不二道は、女性不浄観・罪障観や男尊女卑を批判し、対等な立場
での男女和合と協業を提唱した。本稿は、不二道の男女観や両性の均衡に関
する観念はどのように形成されたか、不二道の信者集団はどのような性格を
持ち、その中で女性信者はどのような役割を担ったか、男女信者は両性の均
衡の実現を目指してどのような運動を展開したかを、一次史料を通じて明ら
かにすることを目指す。
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equilibrium between yin and yang forces

はじめに：ジェンダーの視点からみた近世後期の民衆宗教

　不二道は富士信仰を基礎として文化 ₆ 年（₁₈₀₉）に成立し、関東から九州
北部にかけて農民・町人を中心に多くの信者を獲得し、明治維新後に分裂・
変質した信仰集団である。1 それは理想の世である「ミロクの世」の実現を
究極の目標とし、その重要な必要条件として、勤勉・孝行・相互扶助のよう
な道徳実践だけでなく、男女の対等な立場での和合と共同労働を提唱した点
に教義上の特色を持つ。本稿は、不二道信者がこのような教義に基づき、信
仰の場や生活の場においてどのような男女の在り方を実現しようとしたかを
具体的に明らかにすることを目的とする。
　男女の関係のあり方、性別役割、男性観・女性観への関心は、日本史の分
野では₁₉₈₀年代に高まり、これに関心を持つ研究者が結集して『日本女性生
活史』（女性史総合研究会議編、東京大学出版会、₁₉₉₀年）、『ジェンダーの
日本史』（脇田晴子・S. B. ハンレー編、東京大学出版会、₁₉₉₄・₉₅年）が刊
行され、倉地克直・沢山美果子らによる『「性を考える」わたしたちの講義』

（世界思想社、₁₉₉₇年）、『男と女の過去と未来』（世界思想社、₂₀₀₀年）等の
連続講義のシリーズも出版された。2 それらを通じ、近世日本の家族や男女
の関係に関し概ね以下のような共通理解が得られた。3 近世前・中期までは、
支配層及び農民・町人上層と、それ以下の庶民層とでは、性意識や婚姻慣習
に差異があった。近世社会の基本単位は父系制的な「家」であり、支配層や
上層農民・町人の間では父系制的な「家」の維持に適合的な男性優位の観

₁ 　この信仰集団は何度か名称を変えた。不二道と呼ばれたのは₁₈₃₈年以降である

が、本稿では「不二道」に統一する。

₂ 　その主要な契機に₁₉₈₀年代に翻訳出版されたI・イリイチのジェンダー論とそれ

をめぐる論争の展開がある。また₁₉₇₅年から ₅ ～₁₀年間隔で開催された世界女性

会議が背景にある。

₃ 　妻鹿淳子「第 ₄ 章　村の若者と娘たち」（倉地・沢山他　₁₉₉₇）₁₄₉-₁₅₂頁。倉地

克直「第 ₄ 章　変わる家族」（倉地・沢山　₂₀₀₀）₁₀₁-₁₀₂頁。倉地　₁₉₉₈、₁₅₆頁

参照。
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念、儒教倫理、それに基づく性別役割分担が支配的だったが、まだ「家」を
安定して維持できなかった中下層庶民の間では「夫婦かけむかい」と言われ
る対等に近い立場での性愛と共同労働が男女関係の基本だった。しかし近世
後期になると中下層庶民も「家」の形成と維持がある程度可能になり、それ
と共に「家」存続に適合的な男性優位の意識・倫理観・婚姻慣習が浸透し
た。近代になると、そうした意識や価値観の一部を否定し、一部を継承しな
がら、非対称的で相互補完的なジェンダー認識とそれに対応した性別役割分
担が形成され、資本主義社会を支える機能を果たした。大掴みには、以上の
ようにまとめられるだろう。
　近世中期以降には女性不浄観・罪障観も多くの地域と階層に拡散した。女
性の生理や出産時の出血を不浄とする観念は、平安前期の貴族社会に現れて
時代とともに拡散し、近世中期までに大部分の地域と階層に浸透した。4 こ
うした血穢の観念は本来仏教にはなかったが、日本の多くの仏教宗派が、女
性は神仏に不浄を及ぼす罪で死後血の池に落ちるという血盆経信仰を広め
た。5 この時代には、女性の成仏等を不可とする仏教の五障の観念も、女性
は結婚まで父に、結婚後は夫に、老後は息子に従うという三従の観念とセッ
トになって普及した。
　近世中期から後期にかけては『女大学宝箱』や『女重宝記』など日用百科
を兼ねた女性教訓書の出版・再版が相次いだ。こうした教訓書はふりがな付
きで挿絵が多く読みやすく、女性の教養や日常生活に役立つ情報を含み、文
字の手習いにも役立つため、幕末まで版を重ね、原刻本以外にも覆刻本や異
版・改版が流通した。6 これは庶民女性を含めての識字率向上とも関係があ
る。ただしこれらの教訓書は「総じて婦人の道は人に従うにあり」（女大学
宝箱）、「女は地ごくのつかひなり、仏のたねをたち、外面は菩薩にて内心は

₄ 　平　₁₉₉₂、₄₁₂頁。脇田　₂₀₀₄、₁-₁₄頁。

₅ 　血盆経信仰についは、牧野・高達　₁₉₉₆、₈₁-₁₁₅頁。

₆ 　現在までの調査で、『女大学宝箱』は₁₇₁₆年から₁₈₆₃年まで₁₂版刊行された。藪

田　₁₉₉₀、₂₄₁頁。『女重宝記』は₁₆₉₂年から₁₈₄₇年まで ₉ 版刊行された。題名を

変えて覆刻本が出た可能性も指摘されている。日本私学教育研究所　₁₉₈₅、₂₁₁-

₂₁₇頁。
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夜叉のごとし」（女重宝記）というような儒教・仏教の言説や7、血穢・産穢
の忌みも社会常識として掲載し、こうした観念の普及促進にも一役買った。
　このような女性観や男女関係に関する意識の変遷過程に照らしてみると、
不二道が成立・発展した近世後期は、中下層庶民の間でも「家」の形成と維
持が可能となった時期にあたる。当時は「家」が人々の生存を保証する機能
を主として担っていたので、中下層庶民も「家」の存続を願った。それとと
もに彼らの間に家の継承者となる男性の尊重や通俗的儒教倫理が浸透した。
それは「夫婦かけむかい」のような庶民の伝統的男女観や家族観とは異質
だった。このような時代背景を視野に入れると、不二道の男女関係に関する
教義は、いっぽうでは「家」の存続を願いながらも、他方では極端な男尊女
卑や女性の不浄・罪障観には違和感を持つという、この時期の中下層庶民の
意識を反映していたと思われる。
　上記のような庶民層における「家」の形成やジェンダー観念の転換を背景
に、不二道の男女観や男女の関係の在り方についての教義を論じた先行研究
として、倉地克直による不二道の組織者の禄行三志（小谷庄兵衛、₁₇₆₅-

₁₈₄₁）の教説の分析が注目される。8 倉地によれば、三志はいっぽうでは
「孝」や子孫相続の前提となる出産に高い価値を付与して「家」の永続の願
望に応え、他方では男女の服装・立居振舞・言葉遣いなどが逆転し男女は対
等の立場で協働するという「さかさまの世界」として理想の世を構想するこ
とで男女の対等と和合を求める伝統的な民衆意識を維持しようとしたとい
う。9 この分析は大筋で妥当と思われる。なお、倉地は「おもて向は当時の
世なみにしたがふとも、心のうちはふり替り、みろくの御世の御教えを守る
こそ、誠の信心ならん」という三志の発言を根拠に、10 男女の服装や立居振

₇ 　 石川　₁₉₇₇、₄₀頁。『女重宝記大成』（木版本）大坂書林高橋平助刊　第 ₁ 巻第

₄ 帖。

₈ 　この他に、不二道のジェンダーに関する教義の研究としては、浅野美和子が不

二道を含む民衆宗教における両性具有の観念について、Sawadaが男女の性的和合

と社会・家庭の調和を関連させた不二道の教義について研究成果を発表してい

る。浅野　₂₀₀₃、₂₂₆-₂₃₃頁。Sawada ₂₀₀₆, ₃₄₁-₃₆₆頁。

₉ 　倉地　₁₉₉₈、₁₆₆-₇₅頁。

10　「内外の訳」、『鳩ケ谷市の古文書』第₁₃集、₂₄頁。
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舞等の逆転や男女が対等となる変革は「心のうち」で行われることとして構
想されたとする。11 これについては再検討が必要である。
　近世の日本では公的空間である「おもて向き」と人の「心のうち」との間
には、家族や親族、地域共同体、信者集団、文芸・芸事や職業の仲間などの
ように、人々が関係を取り結び活動するさまざまな場がいくつも存在した。12

したがって人が「おもて向き」支配的価値観に従ったとしても、非公式な
場ではそうとも限らなかった。不二道の活動が展開したのは、まさにそのよ
うな場だった。したがって、不二道が提唱した女性の積極的行動や男女対等
の立場での協働を、信者たちはどのような場でどのように追求したか、それ
はどの程度実現されたかと、問いをたてる必要があるのではないだろうか。
　とはいえ、不二道信者の活動を示す史料は多くなかった。不二道は明治 ₅
年（₁₈₇₂）以後何度か分裂し、その一つは現在の実行教に繋がるが、他は非
宗教団体となり消滅した。現存しない宗教の史料の探査は困難で、散逸した
史料も多いと思われる。しかし₁₉₇₀年代から₂₀₀₀年代初期にかけて埼玉県鳩
ケ谷市文化財保護委員（当時）岡田博の精力的な活動で、実行教所蔵文書の
ほか十名あまりの信者の子孫が保持する文書の調査が進み、その一部は鳩ケ
谷市郷土資料館（現在、川口市文化財センター分館郷土資料館）に所蔵され、
一部は岡田が翻刻した。13 筆者は岡田と連絡しつつ不二道の史料調査の一部
を行い、教義関連史料や司法関係史料から不二道の歴史を再構成し、独特の
コスモロジーや過去・現在・未来の世という世の変化の観念、政治・社会と
の関わり等を中心に研究した。しかし一般の男女信者の思考や日常的活動に
ついては、史料的制約もあって調査・研究が遅れた。
　しかし、信濃国飯田（現在の長野県飯田市）を拠点に不二道組織でリー
ダーシップを発揮した女性信者の松下千代（₁₇₉₉～₁₈₇₂）の子孫である松下
祐輔氏が所蔵する古文書約千点が₁₉₉₃年に調査可能となり、さらに₂₀₁₃年以

11　倉地　₁₉₉₈、₁₇₃-₇₄頁。

12　Ikegami, p. ₆₄.

13　岡田博は古文書の一部の翻刻を『鳩ケ谷市の古文書』第 ₂ 集－第₂₄集として刊行

し、三志の伝記を鳩ケ谷市教育委員会刊『鳩ケ谷市の歴史』に執筆し、鳩ケ谷郷

土史会会報『郷土はとがや』・小谷三志翁顕彰会『まるはと叢書』にも多くの不

二道関係文書の翻刻や論考を発表した。
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降数千点の教義書・旅日記・覚書・往復書簡類が新たに松下家で発見され、
₂₀₁₅年に飯田市歴史研究所に寄託された。その中から、千代をはじめ複数の
女性を含む多くの不二道信者の発言や行動を知る手がかりが得られた。本稿
では、まず不二道の歴史を紹介し、不二道の独特な女性観や両性の均衡に関
する観念の形成過程を概観した後、上述の松下祐輔氏所蔵文書（以下、松下
家文書）と、川口市文化財センター郷土資料館所蔵の不二道関係文書に基づ
いて、不二道の組織の特色、そこでの男女信者の活動、女性信者の役割を明
らかにする。また女性信者が近世女性の規範を越えて活躍した実例として松
下千代を取り上げ、彼女の活動を具体的に明らかにする。

1 ．富士信仰と不二道の歴史

　本節は先行研究に基づき、富士信仰と不二道の歴史を概観する。古来富士
山は周辺地域の人々の信仰対象で、その神は浅間（神仏習合以後は浅間大菩
薩）と呼ばれた。平安後期以降は仏教や修験道や民間信仰の宗教者の修行場
となり、彼らによって遠隔地にも富士信仰が伝えられた。不二道が開祖と崇
める角行藤仏（？～₁₆₄₆）は富士山で修行した俗人行者である。14 角行は既
存の宗派に属さず、富士の神「仙元大菩薩」の啓示に従って独自の教義を唱
え独特な儀礼を行い、それを弟子たちに伝えた。
　角行から ₅ 世代後の行者のひとり食行身禄（₁₆₇₁～₁₇₃₃、伊藤伊兵衛）は、
仙元大菩薩から「ミロクの世」という理想の世の到来に関する予言を受けそ
の実現を自分の使命と信じた。15「ミロクの世」とは仏教の弥勒仏信仰に由来
する日本の民間信仰の観念で、遠い未来の幸福で豊かな世を意味する。16 し
かし食行は、「ミロクの世」は漠然と憧れるものではなく人間が主体的に実
現するものであり、各人が正直・慈悲・倹約・謙遜などを実践すれば豊かで
幸福な世が実現するはずだと考えた。しかし彼が見たところ、当時の人々は
正しい生き方をしていなかった。そこで彼は未来の人々が理想の世を作るた
めの指針となるように期待して教義を書き残し、富士山北口登山道七合目付

14　岩科　₁₉₈₃、₄₂-₇₅頁。

15　岩科　₁₉₈₃、₁₂₈-₉₇頁参照。「身禄の世」「みろくの世」等とも書かれるが、本稿

では「ミロクの世」に統一する。

16　日本民俗信仰としてのミロク信仰は、宮田　₁₉₇₀参照。
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近で無期限の断食を行って死亡した。17 

　食行は死後に注目を集め、彼の弟子たちや行者となった娘二人のもとに信
者が集まった。弟子や娘は、彼らを富士山を信仰し食行を崇敬する講組織に
まとめた。これは₁₈世紀後半以降富士講と呼ばれた。18 富士講の中には加持
祈祷で信者を集めるところもあった。しかし食行の末娘の一行此花の後継者
となった参行六王（₁₇₄₅～₁₈₀₉）はこのような方法で繁栄する富士講を批判
し、孤独の中で食行の教義の解釈と発展に努めた。参行は死の前年の₁₈₀₉年
に禄行三志を後継者とし、食行の教えと自分の注釈を託した。
　三志は鳩ケ谷（現埼玉県川口市内）で麹屋と手習い塾を営みながら₁₈世紀
末期から富士行者として活動しており、隣接地域の農民や町人の間に弟子も
持っていた。19 三志と弟子たちは食行と参行の教義を解釈しながら独自の教
義を作った。その教義の特色の一つは勤勉・孝行・和合・相互扶助など日常
生活の中での道徳実践の奨励、もう一つは陰陽均衡と男女和合の追求だっ
た。三志と弟子たちは教義を集団で実践するために同信集団を作った。それ
が後の不二道である。三志や弟子たちの布教で、不二道は関東・東海・信
州・近畿、さらに中国地方の一部や長崎に広まり、₁₉世紀中期には当時の新
宗教の中で最多数の信者と最大の信仰圏を得た。20 信者の多くは農民・町人
だったが、少数の武士や公家もいた。
　徳川幕府は、公認の宗派の教義と異なる新しい教義を唱えることや、俗人
の宗教行為を禁止していたので、富士講や不二道の活動は非合法だった。し
かし幕府は非公認の宗教活動をすべて取り締まることはせず、キリシタンや
不受不施派等は別として、民俗信仰や俗人の目立たない宗教行為は黙認し

17　食行著「一字不説の巻」・「御添書」や弟子が食行の口述を記録した「三十一日の

御伝」等の食行文書の翻刻は岩科　₁₉₈₃、₄₉₈-₅₅₁頁所収。

18　角行・食行系の富士講とは別に、修験と関係が深い富士講が愛知県から近畿地方

に多く存在する。山形・荻野　₂₀₁₈。

19　三志の生涯については、渡辺　₁₉₄₂及び『鳩ケ谷市の歴史─小谷三志伝記』。

20　₁₈₆₃年に不二道全体が取り組んだ奉仕活動の記録によれば、₇₉₂村・₁₇₉町から

₉₆₁₀人が金品を供出した。金品を出せなかった信者もいたはずで、信者数はこれ

より多かったと思われる。松下家文書、名₄-₃₄。
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た。不二道も₁₈₄₀年代半ばまでは取締を免れていた。21 しかし₁₈₄₇年に一人
の信者が幕府に対して、食行の教義を採用し世の中の改革を行うように訴え
出たことをきっかけに、勘定奉行・寺社奉行は主要な信者を召喚して信者組
織・教義・儀礼を取り調べ、 ₂ 年にわたる審理を経て不二道を禁止した。22

ただし₁₈₅₃年のペリー来航以来幕府は多くの難題を抱えるようになったため
か、不二道の取締は緩んだ。
　明治維新後、不二道は新たな危機に直面した。明治新政府は神仏習合に基
づく信仰を禁止し、近世には合法だった修験や一部の民間宗教者の活動も禁
止した。不二道の場合は、習合的な神の崇拝をはじめとして教義・儀礼の中
に政府の方針に適合しないものが多いため、一部の信者から教義・儀礼改革
が提案された。しかし三志以来の信仰を変えることに反対する信者も多く、
不二道は内部対立によって₁₈₇₂年に二派に分裂した。23 その後も分裂があり、
一派は現在の実行教の前身となったが、他は消滅した。

2 ．男女間の均衡を重視する教義の形成

　男女が均衡を保ちつつ和合することを理想とする不二道の教えは、どのよ
うに形成されたのだろうか。その前提条件の一つは独特の神観念である。浅
間神は古来女神とされ、神仏習合後も浅間大菩薩は女体で顕現すると信じら
れた。中世・近世に富士の神とされたかぐや姫や木花開耶姫も女神だった。
さらに角行の系譜では浅間（仙元）に加えて、「元の父」「元の母」という男
女一対の神を崇拝し、人間や天地万物はこの男女の神の象徴的な性的結合か
ら生まれたと信じた。このような神観念は、肯定的な女性観や男女和合を重
視する教義の基礎となった。
　食行は、「元の父」「元の母」の和合から生まれた人間は本質的に善で、各
人が至上の価値を持つと確信した。したがって人間の間に本来的な上下の差

21　富士講は₁₈世紀末以降数回禁止された。祈祷を行った富士講先達が処罰されたこ

ともある。『市中取締類集　十六』₁₉₃-₂₂₂頁。

22　信者が作成した取り調べ記録の岡田博による翻刻は『幕末期不二道信仰関係資

料』₁₁-₂₉₄頁。松下家文書にもまとまった写本がある。名₂-₁₆。

23　宮崎　₁₉₉₃、₇₂-₈₄頁。
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はないとした。24 こうした人間観をもとに、彼は女性の罪や不浄の観念を批
判した。また、女性の生理的出血は人間を生み出す前提なので清浄だとした。
女性は罪深いという観念に対しては、善悪は本人の行為によるもので性別と
は関係ないと主張した。また女性は救済を得難いという仏説に反対し、仙元
大菩薩が女体で顕現することを根拠に、この神は女性に好意的でその救済を
本願とするとした。25

　参行は士農工商の間に優劣はないと唱え、食行の人間平等観を発展させ
た。26 また彼は陰陽五行説を用いて「ミロクの世」の教義に注釈を加えた。
彼は陰陽五行の均衡が保たれていれば季節は順調にめぐり、五穀が実り、
人々は和合し、夫婦は良い子供を作るが、均衡が失われればその反対の現象
が起こるとして、理想の世を実現するためには天地陰陽の均衡と人間男女の
均衡が必要だとした。27 彼は理想の世が実現しない原因として当時の利己主
義的で軽薄な風潮を挙げ、その根底には陽を過度に尊重し陰を貶める価値観
があると指摘した。
　三志は、参行から受け継いだ平等論と陰陽の均衡についての教義を関連さ
せ、陰陽・男女の間に優劣の差がない世を理想とした。より具体的には理想
の世を「人と人と勝り劣りの無き世」、「我が物といふ事を知らぬ」世、すな
わち人々の間に優劣の差がなく、必要な物を互いに分け合う世として構想し
た。28 また、陰陽の均衡のために人間が果たす役割を強調し、陽の性質を持
つ男性と陰の性質を持つ女性が対等な立場で和合を実現することが、世界全
体の陰陽の均衡を可能にし、理想の世の実現に寄与すると考えた。三志は当
時の男尊女卑を修正し男女対等を実現するには、女性に優位を与えなければ
ならないと主張した。「女を上に男を下に」、「女を先に」は不二道の標語と
なった。29

24　「一字不説の巻」岩科　₁₉₈₃、₅₀₂頁。

25　「三十一日の御伝」岩科　₁₉₈₃、₅₄₂-₄₃頁。

26　「四民の巻」、『鳩ケ谷市の古文書』第 ₄ 集、₇₄-₄₆頁。

27　宮崎　₁₉₉₄、₃₂₅-₂₇頁。

28　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₅集、₉₁・₉₉頁。読みやすさのため、ひらがなの一部を

漢字に直した。（以下同様）

29　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₄集、₇₁-₇₃頁。第₁₇集、₆₉頁。
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　対等な男女の関係は観念上だけでなく、家庭や社会的な場で実現すべき目
標だった。三志は「何でもできる女らを、せぬにいたのは何事ぞ。これは女
を罪人に言い習わした報いかや」と述べ、男性同様の潜在能力を持つ女性に
不浄や罪業を理由として機会を与えない慣習を批判した。30 三志は手習い師
匠でもあったためか、読み書き等の学習を奨励した。特に女性信者たちには、
手紙を書いたり、説教を試みたりするように勧めた。31 三志は、書家・画家・
手習い師匠・陰陽師など従来男性の仕事とされた業種に女性も就くように
なった近年の傾向を高く評価した。32 さらに世の中が変われば、妻が取引先
に掛取りに行くこともあるとして「女が旦那になりました」と和讃にうたっ
た。33 こうした発言から、近世後期の社会経済発展に女性も適応して能力を
開発し、それを通じて新たな男女の均衡が実現されることを、三志は望んで
いたように思われる。いっぽう男性に関しては「男が子供を抱き上げて懐ま
でも入れまする」と、男性も育児を担当するのが当然だとした。34

　不二道は夫婦の性生活を陰陽和合の象徴として重視し、「慰み事」ではな
く「お祭り事の最上」、すなわち最高の宗教行為と位置付けた。35 夫婦生活に
おける男女の役割の見直しは、不二道の教義の中でも重要な点の一つだっ
た。陰陽五行説では女性は陰で水の性質、男性は陽で火の性質を持つとする。
参行も三志もそれを受け入れたうえで、火が水より上にあるときは燃え上が
る火と流れ下る水は互いに遠ざかり、逆に水が火より上にあるときは水と火
は交わると考えた。これに従って、水の性質を持つ女性を上位に、火の性質
を持つ男性を下位にすれば、夫婦和合と良い子供の誕生が可能になるとし
た。36 夫婦関係における「女が上」の具体的な内容を三志の和讃から推測す
ると、妻が性生活に積極的姿勢を示し主導的役割を引き受けることだった。

30　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₆集、₉₇-₉₈頁。

31　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₇集、₆₆・₆₉頁。

32　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₆集、₉₂-₉₃頁。男性同様に農業労働をする女性も称賛し

た。同₉₇頁。

33　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₆集、₁₁₃-₁₄頁。

34　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₆集、₁₁₃頁。

35　『鳩ケ谷市の古文書』第 ₅ 集、₃₄頁。

36　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₆集、₁₁₅頁。
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三志はそのような夫婦こそ仲睦まじく良い子供を作り、協力して家業を営み
幸福になるとした。37 こうして不二道の女性上位の主張は、近世後期の庶民
が抱く「家」存続の願望と調和的に結びついたのである。
　三志は不二道のこのような女性観や男女の関係についての教えが当時の社
会通念とかけ離れていることを認識していた。儒教道徳や仏教の立場からの
批判を想定し、彼は「唐天竺はいざ知らず、此の日本は、いったい女の尊き
国にて」と述べ、日本の文化的伝統は中国やインドの文化的伝統と異なるの
で、女性に関する儒教や仏教の言説は日本に適さないとした。日本が「女の
尊き国」である証拠として、三志は女性天皇をはじめとして、巴御前・紫式
部・光明皇后など各方面で活躍した女性の存在を挙げた。38 さらに三志は、
中国語の「日月」「昼夜」を日本語では「つきひ」「よるひる」と言う例を挙げ、
中国語では陽が陰に先行するのに対し、日本語は陰が陽に先行するとして、
中国の陰陽男女観は日本に適用できないと論じた。39

3 ．不二道の信者ネットワークと女性信者の役割

　近世の民衆が参加した宗教組織の中には、宮座や檀家組織のように居住地
域、社会的立場、性別などによって加入の可否が決まり、自由な出入りが難
しいタイプと、寺社参詣の講組織のように加入条件が緩やかで自由な出入り
が可能なタイプがあった。不二道は後者のタイプに属する。とりわけ男女を
対等とする教義のため、不二道は女性にとって加入しやすかった。不二道全
体の信者名簿はないが、各地域の信者集団が企画実行した大規模な集団礼
拝・奉仕活動・富士登山の参加者名簿等をサンプルとすれば、女性信者は全
体の₃₀～₄₀パーセント程度と推測される。40 不二道組織とはどのようなもの

37　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₆集、₉₉・₁₁₂-₁₁₆頁。

38　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₅集、₈₈頁。

39　『鳩ケ谷市の古文書』第₁₄集、₁₀₁頁。三志は考証学的な国学者の小山田与清と地

域社会で親交があったので、影響を受けた可能性がある。Sawada ₂₀₀₆、₃₂₆頁。

40　本稿では性別がわかる名前の記載が多い以下のサンプルを用いた。₁₈₃₇年 ₂ 月飯

田における集団礼拝の参加者₁₃₃名中、性別がわかる₉₇名のうち女性は₂₈名（約

₂₉％）。（松下家文書、名₃-₁-₁）₁₈₄₃年の将軍日光社参に動員される人馬に対す

る沓・草鞋施行の企画に参加し岩槻宿の責任者に前年 ₉ 月に金品を届けた信者
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で、女性信者はどのような活動を行ったのだろうか。
　不二道には専門の聖職者も宗教施設もなかった。不二道組織の基礎単位は
徒歩で簡単に行き来できる範囲に住むさまざまな身分、職業、年齢、性別の
信者の集団だった。同じ集団のメンバーは月四回仕事が終わった後で仲間の
自宅に寄り合い、定例の礼拝の儀式を行い、説教を聞き、日常生活の関心事
を話し合った。人間男女の間に「勝り劣り」はないという教えに基づき、不
二道の信者同士は基本的に対等だった。後輩の指導や奉仕活動を熱心に行う
者が尊敬されることはあったが、身分や性別による地位や役割の区別はな
かった。説教も参加者の中で教義に詳しい者が行い、そういう者が複数いれ
ば交代で行った。
　不二道の組織は、上下の階層性がないネットワークの集合だった。近隣の
小集団同士が連絡を取り合って地方的なネットワークが生まれ、地方的ネッ
トワークが連合して全国的な信者ネットワークが形成された。ネットワーク
が形成されると、その中で知り合いになった人々は地域を越え、面談する機
会は少なくても書簡でコミュニケーションを取り合った。また信者たちが共
有すべき情報が書かれた書簡は、筆写されてネットワークを通じて回覧され
た。たとえば松下家文書に残る大量の書簡から、松下千代が信州各地・江
戸・東海地方・京坂地方の信者たちと頻繁に文通し、長崎のように一度も
行ったことがない地域の信者とも書簡を交わしていたことや、他地方の信者
からの来簡の写しを伊那谷の信者の間で回覧したことがわかる。
　不二道組織の運営のためには礼拝の準備やネットワーク間の連絡を担当す
る者が必要だったが、専門の聖職者がいないため、信仰熱心で有能である程
度の経済的余裕を持つ信者有志が、時間と経費を自己負担してこの役割を
担った。彼らは「世話人」と呼ばれた。小集団や小地域に限定した活動を行
う世話人はおそらく千人以上にのぼったと思われるが、各地方の信者ネット

₂₁₀名中、女性は₇₉名（約₃₈％）。（『鳩ケ谷市の古文書』第₂₂集、₈₀-₉₁頁）₁₈₅₉

年冬富士登山道を修繕した大坂の信者₁₀₁名中、性別がわかる₉₀名のうち女性は

₄₀名（約₄₄％）。（『鳩ケ谷市の古文書』第 ₆ 集、₅₂-₅₄頁）₁₈₆₀年 ₆ 月集団富士登

山した信濃国の信者₄₄名のうち女性は₂₅名（約₅₇％）（小谷家文書市₃₅）。この年

は女人登山解禁のため例年より女性参加者が多かったと思われる。
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ワークを代表する主要な世話人は数十人と推定される。41 ₁₈₄₁年の三志の死
後、世話人たちの責任はさらに重くなった。三志が後継者に選んだのは、高
位の公家の子息で伏見にある醍醐寺理性院門跡の行雅（₁₈₀₆～₁₈₈₃）だっ
た。42 彼は立場上の制約から自由に各地の信者を訪ねることができず、三志
ほどの指導力もなかったため、次第に各地方の信者ネットワークの自律性が
高まった。そこで各地の主要な世話人が地方ごとの信者ネットワークのリー
ダーとして指導力を発揮せざるを得なくなった。不二道全体に関わる事柄
も、各地方の信者ネットワークを代表する世話人の合議で決める場合が多く
なった。
　不二道では、女性信者と男性信者の活動内容に原則的に差はなかった。前
述のように、三志は女性も礼拝での説教をするようにと勧めた。礼拝のほか
に、信者たちは日常生活の中でいろいろな「行」を自発的に行ったが、その
多くは一日一食分を節約する「行」や酒断ち・煙草断ち・副食断ちなどで、
男女ともに実行可能だった。伝統的な行法の水行を行う信者もいたが、それ
にも男女差はなかった。信者相互の呼び方も男女や身分の差を目立たなくし
た。公的には、近世の人々は家の所在地・その地の支配領主・身分・職業・
性別や家での立場等によって区別され、「堀兵庫頭領分、信濃国飯田池田町、
醤油造渡世治兵衛母、千代」、「青山禄平御代官所、武蔵国大杉村、百姓喜右
衛門倅、庄七」のように認識された。43 しかし不二道内部では、居住地と
ファーストネームだけで「飯田千代」、「大杉村庄七」のように認識された。
熱心な信者は三志から「三」と他の漢字一文字を組み合わせた信者名を授か
り、その名前で呼ばれた。44 たとえば上述の千代は「飯田三千（さんち）」と
いう地名・信者名の組み合わせで認識され、彼女の同志となる小城藩士の柴
田花守は「長崎三生」と認識された。このような呼称は、不二道信者が性別

41　₁₈₄₉年に寺社奉行所に召喚された世話人と、不二道棄教を誓約させられた世話人

の数から推定。『幕末期不二道信仰関係資料』₂₆₉-₈₅頁、₃₇₆-₇₈頁。

42　行雅の父は従一位右大臣徳大寺実祖である。東京大学史料編纂所蔵『徳大寺家

譜』。彼は維新後に還俗し徳大寺莞爾と名乗ったが、本稿では行雅に統一する。

43　『幕末期不二道信仰関係史料』₂₅₁、₂₇₇頁。

44　不二道では「三名」と呼ぶ。さらに修行を積んだ者は漢字一字と「行」の字を組

み合わせた「行名」を与えられた。
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や身分差を越えて対等に交流することを容易にした。
　信者たちは教義に含まれる相互扶助の精神に基づき、水害被災地の農民に
種籾を送ったり、道路や橋を修理する工事を行ったりしたが、女性信者も男
性信者もこうした企画に共に参加した。例えば₁₈₄₉年 ₂ 月に武蔵国羽生領で
行われた道路工事には近隣の₅₅か村から₃₈₁人が参加したが、性別が判明す
る参加者のうち約 ₃ 分の ₁ が女性だった。この工事の記録には、工事現場以
外での任務を担当した者の名簿が含まれるが、それによれば男性₂₁名が食事
作り、男性 ₄ 人が風呂焚きを行った。女性は₁₂人が配膳・洗い物担当として
記録されているだけなので、それ以外の女性は工事現場で労働したのだろ
う。このことから作業内容は性別よりも、年齢・経験・体力等によって決め
られたと思われる。45 以上の検討から、近世社会の公的な場における厳然と
した男女の区別とは対照的に、不二道の信者組織の内部には男女が対等な立
場で共同労働する関係が存在したと言えるだろう。
　女性信者の中には布教や組織運営に関わる者もいた。たとえば越谷宿の

「さつ」という女性は₁₈₃₀年代から₄₀年代中頃までに近隣₃₀か村以上に不二
道の信仰を広めた。46 周防徳山藩主の側室となった京都出身の「ます」とい
う女性は、徳山で信者を増やした。47 鳥羽の「とみ」という女性は不二道の
教義を読み込んだ数え唄を木版で₁₀₀₀部作り、京都や地元で配布して布教し
た。48 武蔵国新井宿（現在の川口市内）に住む三志の直弟子の伊藤勝（₁₇₈₁
～₁₈₆₂）は、縁者とみられる「かね」という女性とともに、教義書の写本を
数多く作成し信者たちに配布した。49 ただし全国的信者ネットワークの運営
に関与する主要な世話人の中には、女性が少ない。寺社奉行所の不二道の取
り調べの際、訴訟願人の供述から奉行所が把握した主要な世話人₃₀名のうち
で女性は ₂ 名に留まる。50 おそらく当時の大部分の庶民女性にとって、時間
的・経済的負担が大きく、社会的・政治的事案を処理する経験と能力を必要

45　『鳩ケ谷市の古文書』第 ₆ 集、₄₀-₄₄頁。

46　『幕末期不二道信仰関係資料』₂₅₆-₅₇頁。

47　松下家文書、埼₄-₁₈-₆-₁。

48　松下家文書、名₃-₄-₃-₁₀。

49　岡田　₁₉₉₇、₁₆₈-₇₄頁。松下家文書、埼₂-₁-₂₄。

50　『幕末期不二道信仰関係資料』₂₂₄-₂₉頁。
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とする任務を担うのは容易でなかったのだろう。
　不二道の女性の活動として特記に値するのは、女人禁制への挑戦である。
陰陽の均衡と男女間の対等で調和のとれた関係の実現を目指す不二道の信者
にとって、信仰対象の富士山が女人禁制という男女の不均衡を明示する場と
なっていることは、看過できない問題だった。51 不二道は女人禁制廃止を目
指し、持続的に運動を展開した。52 不二道は手始めに村々で浅間が祀られて
いる山における女人禁制の廃止に取り組み、村人の眼前で男女信者が登山
し、禁忌を破っても異変がないことを示した。このような取り組みに成功し
た情報は、書簡等によって信者のネットワークの中で広められた。53

　不二道の究極の目標は女性の富士登山解禁だった。富士山の各登山道を管
理する修験者や御師などの専門的宗教者は、女性の登山を富士山の低い位置
までに限っていた。不二道信者が最も多く登った北口（吉田口）の場合、女
性は現在の二合目（標高約₁₇₁₀m）以上に登ることを禁じられていた。不二
道ではここを管理する御師集団の説得を試みたが、周辺村落住民の反対が強
く、慣習は変わらなかった。御師の同意を得られないまま、₁₈₃₂年秋「たつ」
という女性は男装し、三志等数名の男性信者と共に登山を決行した。富士山
頂付近は積雪と強風で困難と危険が伴ったが、一行は登頂し礼拝を行って無
事下山した。54 これを富士の神が女性を受け入れた証と信じ、他の女性信者
たちも機会があれば女人禁制の境界を越えた。
　このような不二道信者の姿勢は、彼らを営業上の重要な「旦那」とする吉
田口の御師集団に影響を与えた。吉田御師は富士山の縁年である庚申年の特
例として、₁₈₆₀年に北口登山道を八合目（₃₀₀₀ｍから₃₁₀₀m付近）まで男女
に開放した。55 不二道はこれを歓迎し、初夏から初秋まで多くの男女信者が

51　女人禁制の起源については諸説がある。鈴木　₂₀₀₂、₁₂₄-₃₄頁。女性不浄観と女

人禁制が結びついたのは、平安時代中後期とされる。平　₁₉₉₂、₄₀₉-₁₂頁。

52　富士山における女人禁制とその廃止を目指す不二道の運動については、宮崎　

₂₀₁₅、₆₁-₈₆頁。

53　『鳩ヶ谷市の古文書』第₁₈集、₂₇頁、₁₀₉-₁₂頁。

54　小谷家文書、県₁-イ₂₆。

55　山頂部の管理権を持つ大宮（現静岡県富士宮市）の浅間大社も、 ₇ 月 ₅ 日以降こ

の年の登山期間中は女人登山を容認した。
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登山した。中でも重要な企画は ₆ 月₁₅日の夜明けに八合目で行った男女の集
団礼拝である。関東、中部、長崎から集まった千名あまりの信者は大集団を
作って登山した。56 このときは「女を先に」というモットーに従って、女性
が旗を掲げて隊列をリードし、男性は子守唄などを歌いながら続いて和合を
表したという。57 これらの例から、女人禁制への挑戦には女性信者の積極的
行動と男性信者の全面的な支援が不可欠だったことがうかがわれる。

５ ．松下千代の不二道世話人としての活動

　松下千代は、男性に劣らず有能で活動的であるという不二道の女性像を現
実のものとして示した人物である。彼女は信濃国飯田城下に生まれた。東海
地方から信州中部に至る伊那谷の要所にある飯田は、₁₈世紀から₁₉世紀にか
けてこの地方の流通ネットワークの要として繁栄した。千代の生家はその中
でも裕福な商家だった。58 当時の女性は結婚後夫の家に入るのが普通だった
が、千代の父は男子三人を持ちながら千代を手放さず、千代の夫を養子にし
て二人に自分の家の分家を興させた。59 千代と夫は醤油醸造・販売を始めて
成功した。このような社会的経済的条件に恵まれた千代は、近世の庶民階級
の女性としては例外的に、高度な読み書き能力、商取引などの経験、自由に
使えるある程度の額の金銭を持つことができた。また、夫の家に属さず、親
の家から独立し、夫も千代の行動を制約しなかったので、当時の女性として
は行動の自由に恵まれた。
　千代は₁₈₂₈年数え年で₃₀歳のときに不二道に入信した。千代の自筆覚書に
よれば、飯田に最初に不二道を伝えたのは遠江国神沢村（現在の静岡県浜松
市内）から来た若い木綿商人の治兵衛で、₁₈₂₅年から商売の傍ら布教を行い、
₃ 年目に飯田の「北斗講」に集まる若者たちを仲間に引き入れた。60 治兵衛

56　小谷家文書、市₃₅。

57　小谷家文書、市₃₅。岡田　₁₉₉₃、₂₆₃-₆₅頁。

58　₁₈₄₁年の飯田の商人番付参照。『飯田・上飯田の歴史　上』₃₂₉頁。

59　松下家文書、名-₈。千代の名字は明治 ₄ 年まで亀割だったが、本稿では松下に統

一する。

60　松下家文書、名₁-₂₆-₉。『伊那尊王思想史』には、夫の飲酒に悩んだ千代が実家

に戻っているとき、伊那谷を旅行中の三志に出会って夫の家に戻るように諭され、
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の話に関心を持った千代は彼の先輩信者である浜松の儀兵衛を自宅に招いて
講釈を聞き、感銘を受けて入信した。61 千代は翌年三志に会い信濃国におけ
る最初の弟子の一人となり、続いて夫や息子も入信した。地元に先輩信者が
いないため、千代は教義書や説教の記録や三志と信者が交わした書簡を他の
地方の信者から借りて写し、それを通じて不二道の教義を学んだ。62

　学習した教義を、千代は地元の伊那谷の町村に広め、松本や上田周辺など
にも伝えた。千代の教えで入信した人々の中から熱心な信者が現れ、彼らも
それぞれ自分の地元で布教したので、信濃国は関東地方に次ぐ不二道の拠点
となった。63 千代の布教で入信した者やその家族の書状から、布教成功の要
因がうかがわれる。たとえば、酒と買春に溺れて農業を放棄した佐兵衛は、
千代の訓戒を受けて勤勉な農民に立ち戻り、不二道信者となった。64 清左衛
門の息子は放蕩して家出したが、千代や他の不二道信者に諭されて家に戻り
夜遊びもやめ、千代に従うようになったという。65 この当時はどの地方でも
貨幣経済の浸透に伴う旧来の社会秩序や伝統的価値観の動揺が見られ、飲
酒・売買春・賭博に溺れ家業を放棄するケースも目につくようになり、家や
町村共同体にとっての深刻な問題となっていた。勤勉・夫婦和合・相互扶助
を説く不二道の教えはこのような事態の対症療法として効果があったため、

夫によく仕え家を整えた結果夫の素行が直り、夫婦揃って入信したという伝承が

記されている。ここには、近代初期の女性観の反映が見られる。市村　₁₉₂₉、

₄₁₅-₁₆頁。

61　千代は当時体調不良だったが、不二道の教えで心身の変化を感じ、水行を続けた

ところ健康が回復したという。松下家文書、名₁-₂₆-₉。千代は最晩年まで水行と

一日二食の行を続けた。

62　松下家文書には、千代の不二道教義学習を示す写本類やさまざまな種類の知識の

覚書が多く含まれる。ここから彼女の向学心の強さと高い識字能力がうかがわれ

る。

63　₁₈₆₃年の将軍上洛に徴発された人馬への沓・草鞋施行という不二道の企画には、

武蔵国・下総国に次いで多い₁₄₇₄名が信濃国から参加した。松下家文書、名

₄-₃₄。

64　松下家文書、埼₁-₄-₄₀。

65　松下家文書、埼₂-₂-₁₇。
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歓迎されたのだろう。男女の均衡と夫婦和合が子孫誕生をもたらすという教
えも、布教成功の重要な要因だった。千代は夫婦和合と子作り・子育てにつ
いても布教の場で語っていたらしく、多くの人々から「不二道の教えのおか
げで子供が誕生した」と感謝されたという。66 こうした事例は、上層ではな
い一般庶民も「家」の存続を願い、その必要条件である家業安定と子孫相続
に効果があるという理由で、不二道が歓迎されたことを示している。
　千代は入信者を組織して信者ネットワークを作り上げ、世話人として活動
した。具体的には礼拝の集会を組織し、そこでしばしば説教を行った。67 ま
た三志や他の地方の信者からの手紙などの書簡類を伊那谷の信者ネットワー
クの中で回覧して情報を共有する仕組みを作り、その実務も担当した。68 地
元の信者が集団で富士参詣するときには、そのリーダーを務めることもあっ
た。たとえば前述の₁₈₆₀年庚申の富士集団登山のときに、千代は女性₂₅名を
含む信濃国の信者₄₄名の集団を率いて参加した。69

　相互扶助を強調する教義に基き、信者だけでなく地元の人々全般の生活向
上に寄与するため、千代はさまざまな活動を行った。その一つは燃料が節約
できる竈の考案である。飯田の不二道集団はその構造の図解を木版刷りにし
て人々に配布した。これは地元で「お千代竈（おちよくど）」と呼ばれた。70 

千代は農法改革にも取り組んだ。伊勢の清助という不二道信者が苗の密度を
減らす「薄蒔法」によって収穫量が増すことを発見したという情報を得たと
きには、清助がその方法を記した冊子や他の農業技術書で研究し、近隣の不
二道信者の農家に実験を委託して有効性を確認したうえで、地元や近隣にこ
の方法を広めた。71 このような活動は、千代や不二道に対する地域社会住民
の信頼感を高めた。たとえば、用水不足に悩む木下（現在の長野県箕輪町）
の住民たちは自力で「横井戸」建設を試みたものの行き詰まったため、千代

66　『幕末期不二道信仰関係資料』₂₅₀-₅₁頁。

67　松下家文書、名₃-₁-₁。

68　松下家文書、埼₃-₁₂-₁-₁。

69　小谷家文書、市₃₅。

70　市村　₁₉₂₉、₄₅₀頁。竈の木版刷りは、松下家文書、名₂-₁₀₂。

71　市村　₁₉₂₉、₄₅₀頁。全国的な籾種薄蒔きという課題の実現は明治₂₀年代に実現

した。（内田　₂₀₀₀、₅₇頁）このことは幕末における千代の試みの先進性を示す。
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に対して不二道信者の協力で工事を完成に導いてほしいと要請している。72 

この例が示すように、地域社会では千代は信者以外からも頼られる存在に
なっていった。
　女性は家の内部の事柄に専念すべきだという当時の支配的な倫理に反し
て、千代は幕府や藩と向き合う公的な場にも出た。例えば₁₈₆₉年に信濃国の
信者たちが松本藩領内における堤防工事を企画したとき、千代は代表として
松本藩の役所に工事の許可を申請し、工事完了のときは藩の役所に報告書を
提出した。73 また幕府が不二道を取り調べたとき、千代は寺社奉行所に出頭
した₁₃人の主要な世話人の中で唯一の女性だった。彼女は臆することなく理
想の世の実現についての教義を役人に説明し、「女中（女性の尊称）には世
に珍しき御事、広い江戸のものも感心いたし」と江戸の信者が手紙に書いた
ように、評判になったという。74 ₁₈₄₉年 ₉ 月幕府は主要な信者には個別に棄
教を誓約させたが、千代はその一人だった。彼女は飯田藩の役所において公
的文書で棄教を誓わされた。75 

　幕府の取締りが緩むと千代は活動範囲を広め、信濃国の信者ネットワーク
の世話人として活動するだけでなく、不二道全体の運営に関わるようになっ
た。彼女は三志の後継者である行雅の側近の一人となり、伏見の理性院や京
都公家町（現在の京都御苑とその周囲）にある理性院里坊を頻繁に訪れ、と
きには里坊に何か月も滞在した。76 その機会に千代は京都や大坂の世話人・
信者たちと交流を深め、里坊近隣の公家の家族にも布教した。77 また、行雅
を通じて得た政治的・社会的情報を、不二道のネットワークを通じて各地の
信者に伝えることもした。78

72　松下家文書、埼₁-₂-₃。

73　松下家文書、名₆-₁₈。

74　松下家文書、埼₂-₂-₁₃。

75　市村　₁₉₂₉、₄₂₁-₂₂頁。

76　千代は生涯で₂₁回上京した。松下家文書、名 ₈ 。これを根拠に、近代になってか

ら千代は尊王家として評価された。

77　松下家文書、名₅-₂-₂-₁₉。

78　たとえば、₁₈₅₈年に千代は安政条約勅許問題をめぐる京都の政情を書き送ってい

る。長野県丸子町鵜殿正信氏所蔵文書₁₆-₇｡
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　千代は幕府による禁教を経験したためか、政府公認の重要性を痛感してい
たようだ。千代は行雅を通じて朝廷の公認を得ることを望み、幕末の政治的
変動とそれに続く幕府崩壊を一度は好機到来と歓迎した。しかし行雅は容易
に動かず、逆に山師的人物の誘いで琵琶湖干拓事業に乗り出し，不二道信者
たちに社会的・経済的損害を与えそうになった。79 千代は行雅に代わる実質
的リーダーの必要性を感じ、信濃国や江戸の同志と協議し、長崎の世話人を
務めた柴田花守に期待をかけた。80 花守は佐賀藩の支藩の小城藩の藩士で、
親子二代の不二道信者であり、同時に中島広足門と平田門の国学も修め、不
二道や国学関係の著作も行っていた。81 彼の故郷の弟子の中には西川須賀雄
のように新政府に出仕する者がおり、そこから政府の宗教政策を知ることも
できた。82 特に伊那谷では上層農民・町人の間に平田学や歌学が浸透し、不
二道信者の中にも平田門人が ₂ 名いたためか、83 この地の信者たちは国学者
の花守に抵抗感が少なかった。千代を含む大部分の不二道信者は国学や和歌
を学ぶ階層には属していなかったが、花守は三志と共に₁₈₃₀年代から伊那谷
を訪れていたので、この地の信者にとって馴染み深い人物でもあった。84

　花守は、神仏習合的な「仙元大菩薩」を崇拝し「ミロクの世」の到来を待
望する非公認信者集団の不二道は、公認どころか弾圧される可能性がある
と、行雅や信者たちに訴えていた。85 千代は明治政府の公認を得るためには

79　この件は千代が解決した。粟谷　₂₀₀₅、₁₄-₁₅頁。₁₈₇₀年千代は行雅に対し、京

坂の信者と共に不二道のリーダーを辞めるように勧めた。松下家文書、埼₁-₃-

₃₄。

80　千代は江戸の同志に、彼女の地元では花守の評判が良いと報じた。松下家文書、

埼₁-₅-₂₀。

81　柴田花守「柴田附記」、実行教本庁所蔵『参鏡磨草』稿本所収。

82　花守の国学・不二道の弟子の西川須賀雄は、維新後長崎でキリシタンの教化と改

宗に動員され、その後宣教使として大教宣布のために活躍した。『平成₂₈年度佐

賀大学・小城市交流事業特別展：花守と介次郎』図録。

83　市村　₁₉₂₉。付録の「人物略志」による。

84　「柴田附記」。千代と花守は₁₈₃₂年以来親交があった。画家・書家でもあった花守

は千代のスケッチとユーモラスな画賛を彼女に贈っている。松下家文書、名₁₂。

85　実行教『古記録』一、₂₂-₂₆帖。
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組織、教義、儀礼を変える必要があると思い、伊那谷の信者と共に組織運営
の要綱案を作った。86 崇拝対象や儀礼の改革も花守に協力して積極的に推進
した。87 しかし最多数の信者を抱える武蔵国や下総国には三志と共に不二道
を作り上げた弟子やその子孫が多く、祭神や儀礼・教義の変更に反対する者
が少なくなかった。千代は東海地方や近畿地方の世話人との間に作り上げた
信頼関係を通じて改革賛成派を固めるいっぽう、不二道の分裂を避けるため
関東地方の長老格の信者たちの説得を試み、さらに行雅による調停を求めて
奔走した。88千 代の期待に反して、改革賛成派が反対派を切り捨てる形で不
二道が分裂したのは、₁₈₇₂年 ₂ 月の彼女の死からわずか半年後だった。
　千代の死から十年後の₁₈₈₂年、花守を管長とする教派神道実行教が政府の
公認を得た。同年、伊那谷の信者たちは花守の協力で千代の顕彰碑を建て、
その最上部に「師母三千子嫗之碑」と彫った。「師母」という漢語の本来の
意味は「師の妻」であるが、千代はそうではない。「父のように敬愛する師」
を意味する「師父」という語はあっても、敬愛する女性指導者を意味する語
がないため、信者たちは「師父」の一文字を「母」に変えて、千代がどんな
人物だったかを表現したのである。この一例は、千代が近世の女性として前
例の少ない領域に踏み込む活動を行ったことを象徴的に示している。

結びにかえて

　近世社会では原則として、人は身分、職業、性別、社会・家の中での立場
によって上下階層の中に位置づけられ、各自に割り当てられた「分」相応に
生きるように求められた。不二道の信者も公的な場ではそれに従わざるを得
なかった。世の改革を幕府に訴えた信者は「身分に似合ぬ国の事を苦労にす
る等とは、甚だ以て不埒」と叱責され、松下千代も寺社奉行に提出する文書

86　松下家文書、埼₄-₅-₂₆。

87　実行教の『古記録』一、第₂₇帖によれば、₁₈₇₀年に礼拝時の掛物を「参鏡」に変

更することから教義・儀礼の改革が始まった。ここには「信州三千老女と（花守

との）御咄しの事種々あれとも略す」と記されているので、千代の関与は明らか

である。このとき、祭神も天御中主神に変えられた。

88　千代は死の直前まで、行雅に対し関東に赴き反対派を説得するように求めた。氏

乗木下家文書₈₃₆。それは実現しなかった。
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には「私、女にて何も弁へも御座なく候へ共」と前置きしなければならな
かった。89 百姓・町人は家業以外に関心を持つべきではなく、女性は愚かで
あるという前提に従って行動することが求められたからである。
　そのような社会に生きた不二道の信者たちにとって、信者ネットワークは

「人と人と勝り劣りのなき」という理想の世を垣間見ることができる一種の
解放区のような場だったのではないだろうか。信者組織では性別や身分に関
係なく宗教活動や社会奉仕を行ったりすることが可能であり、信者の家では
妻が家業や夫婦の性生活に積極性を発揮することが肯定された。そのような
男女の関係は、近世前期の「夫婦かけむかい」と共通性があったが、いくつ
かの点で異なっていた。第一に、不二道が勧める男女の協業と夫婦和合は

「家」の存続を求める庶民の願望に沿うものだった。第二に、男性と対等な
立場で共に活動できるようになるため、女性には男性同様の読み書き能力や
知識・技術の獲得が奨励された。つまり不二道は近世後期の社会・経済・文
化の発展や家族形態を前提として、男女の対等な立場での協力と和合を構想
したのである。
　人間・男女の間に生来の差別はないという不二道の教え、それを実践する
信者のネットワーク、千代のように近世女性の規範を越えて活動する実例の
存在に励まされ、それに続こうとする女性信者も現れた。たとえば木版刷り
数え唄を配布して布教を試みた「とみ」は、自分はまだ能力不足だが「世界
を建立する大工」を志し、これから能力を磨き、建立した世界を千代に見せ
たいと書き送った。90「世界を建立する大工」というのは近世の女性としては
極めて大胆な抱負で、そのような抱負を持つだけでも非難されるはずだが、
信者ネットワークの中で、しかも千代に対してなら臆せずに語ることができ
たのだろう。
　不二道が教派神道実行教となる過程で、その教義は明治政府の方針に適合
するように変わり、「ミロクの世」の観念も「女を上に」「女を先に」という
標語も姿を消した。また千代のような指導力を発揮する女性信者も現れな
かった。とはいえ女性信者の中には、不二道を離れて別な方面で能力を開花
させた者もいた。千代の弟子で後継者候補と目されていた飯田藩士の未亡人

89　『幕末不二道信仰関係資料』₅₈頁、₂₅₀頁。

90　松下家文書、名₃-₄-₃-₁₀。
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の安東菊子（₁₈₂₇～₁₉₁₄）は、その一例である。彼女は維新後大坂に行って
国学者と交わり、大教宣布運動を担う教導職の試験を受け、合法的に説教す
る資格を得て飯田に戻った。しかし彼女は不二道の地方的リーダーにはなら
ず、東京に出て府立女子師範学校に一時通い、女学校の教師になり、すぐに
退職して東京の歌壇で活動した。91 近世において不二道は女性が男性と同等
に活躍できた数少ない場の一つだったが、近代になると女性の活動分野がわ
ずかながら広がった。不二道の元女性信者の中からは、その可能性に賭ける
菊子のような者も現れたのである。
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